
 

【お薬手帳一部改定のお知らせ】 

 

平成 30年 5月、青森県眼科医会会長よりお薬手帳改定依頼文書が届いたことを受け、地域 

保健委員会にてお薬手帳の一部改定について検討の結果、以下事項が変更になりました。 

「共有しましょう わたしの情報」のその他に「緑内障（投薬制限 有・無）」が追記されます 

（絵図参照） 調剤、交付時の参考にしていただければと存じます。 

今回は一部改定となっておりますが、今後もより現場に役立つ形式となりますよう、医師会、 

歯科医師会等と検討していく予定です。引き続きご活用のほど、よろしくお願いいたします。 


